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各委員からご寄稿いただいた論文集について

◆地方自治体の社会保障財源としての地方消費税の清算基準のあり方
・・・・・・・・・・・上村敏之教授（関西学院大学経済学部）

◆地方分権後の地方政府における課税自主権・・・・・城戸英樹准教授（奈良県立大学地域創造学部）

◆地方法人税改革 ・・・・・・・・・・・・・・佐藤主光教授（一橋大学政策大学院）

◆地方税改革の方向性 ・・・・・・・・・・・鈴木将覚准教授（京都大学経済研究所）

◆地方消費税の清算による地域間格差への影響・・・・・・・・・・・竹本亨准教授（帝塚山大学経済学部）

◆所得に対する住民税の課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・林宏昭教授（関西大学経済学部）

◆地方税に関する徴税・納税制度と納税協力費に関する研究
・・・・・・・・・・横山直子教授（大阪産業大学経済学部）

平成26年5月までに、各委員から以下のとおり寄稿いただいているところ。

今後、国等への税制改正要望、税務研修（県税職員、市町村担当者）や県政出前トーク等の資料と
する。
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先生方から論文の寄稿をいただいている中で、上村先生、竹本先生、鈴木先生、佐藤先
生から地方消費税の清算基準についてご意見。概要は以下のとおり。

地方消費税の清算基準について（論文集）

【上村先生】
◆引上げ分の地方消費税

社会保障財源として位置づけるのであれば、引上げ分の清算
基準には社会保障に連動した基準を採用することが必要なので
はないか。

◆岩手県と奈良県の主張をもとに考察
岩手県：「従業者数」を「人口」に置き換え。
奈良県：「65歳以上人口」、「18歳以上人口」で清算

◆クロスボーダーショッピング問題

現行制度において、消費支出を基準とする統計はないが、近
似するように清算基準を見直すことは可能。
（例：昼夜間人口割合を考慮）

【竹本先生】
◆「清算」は「清算」と言えるのか

購入された場所での消費額に応じた税額こそが唯一絶対の正
しい地方消費税額という考えは誤り。

◆県外消費の影響

人々の「所得と消費は等しい」。「消費」の定義は「消費を行っ
た人の住所地の消費」でなければならないのに現在の清算はそ
のようになっていない。

◆市町村への交付金

人口と従業者数が全く同じ市町村でも、所在都道府県が異な
れば交付金額は大きく異なるが、これは公平という大原則に反し
ている。

◆政策提言

市町村交付金は、地方交付税制度との整合性等から、現状の
様なシンプルな方がよい。

都道府県清算は、その地域に住む人々の消費額に基づいた
方式に変更する方が望ましいが統計がない。そのため、直接的
に所得を反映した基準に変更すべき。（例：道府県民税所得割、
人口＆従業者数）

【鈴木先生】
◆ 地方消費税の問題について

□ 自治体間の税収格差は小さいが、都道府県間清算方法に
は以下の問題がある。
・清算基準は必ずしも最終消費にはなっていない。

・地方消費税引上げ分の使途が限定されているのに、清算基
準に全く反映されていない。

□ 社会保障財源となる引上げ分については、高齢化要因を考
慮に入れた基準に基づき地方に税収を分配するなどの対応
が考えられる。重要なのは社会保障費を必要としているところ
に消費税収を充てること。

【佐藤先生】
◆ 地方税としての地方消費税のジレンマ

（①自主財源、②引上げ分（社会保障財源））

・社会保障目的を掲げつつ、その自主財源としての性格と最終
消費地に拠る配分基準を維持することには論理的に無理が
ある。
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地方法人課税に関して、鈴木先生、佐藤先生からの論文概要

地方法人課税改革について（論文集）

【鈴木先生】
◆ 現在の地方法人税（※）は、地方税原則の多くを満たしていない。

・地方法人税の真の負担者と公共サービスを享受する居住者
が一致する保証はない。つまり、地方法人税の真の負担者と
公共サービスを享受する居住者が異なるのであれば、地方法
人税は応益原則を満たさない。

(※）地方法人税：平成26年度税制改正において新設された国税ではなく、法人
に対する地方税全般。この頁内同じ。

・課税ベースの高い移動性、税収の安定性、税収格差の観点
からも、地方法人税は相応しくない。

◆ 固定資産税は、応益性や累進性の面で望ましい性質を持って
いるが、負担者の移動性や土地以外の課税対象については、
一部課税ベースの移動性に配慮した課税のあり方の検討が必
要。

◆ 地方消費税の問題について（再掲）

□ 自治体間の税収格差は小さいが、都道府県間清算方法には
以下の問題がある。
・清算基準は必ずしも最終消費にはなっていない。

・地方消費税引上げ分の使途が限定されているのに、清算基準
に全く反映されていない。

□ 社会保障財源となる引上げ分については、高齢化要因を考
慮に入れた基準に基づき地方に税収を分配するなどの対応が
考えられる。重要なのは社会保障費を必要としているところに
消費税収を充てること。

【佐藤先生】
◆ 一体改革で残された課題（再掲）

・地方税としての地方消費税のジレンマ（①自主財源、②引上げ
分（社会保障財源））

・社会保障目的を掲げつつ、その自主財源としての性格と最終
消費地に拠る配分基準を維持することには論理的に無理があ
る。

◆ 地方法人課税の課題

・地方税制（税収の不安定、税源の地域間偏在、地域住民のコ
スト意識の欠如）

・グローバル経済（国際的に高い実効税率）

◆ 課税の誘因効果と帰結

・納税者各々は、自身の負担を抑えるように誘因づけられ、課
税は人々の勤労や投資の誘因にも影響する。

・それによる逸失利益は、しらずと経済の活力を奪っていく。さら
に他社への転嫁にもつながり、最終的には、税を負担するの
は、労働者や消費者などの生身の人間である。

◆ 地方税改革の具体案とその試算

・これまでの高い法人課税依存など、我が国の地方税は経済成
長に依存した仕組みであったが、経済成長を当然視する時代
はとっくに過ぎている。

・今後は、成長に支えられる税制から、これを支える税制への転
換が求められている。

・応益課税は、企業課税ではなく広く薄い課税を原則に地域住
民課税に徹するべき。
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地方消費税、地方法人課税以外のテーマで寄稿いただいた論文概要

その他のテーマ（論文集）

【城戸先生】
◆ 地方の課税自主権の状況について

・制度的制約と政治的要因
・超過課税と法定外税

【林先生】
◆ 所得割の個人住民税について

・現状把握と多方面からの課題の提起
比例税ではあっても所得の偏在状況だけでなく、所得控除後の課税標準の偏在を反映しており、課税最
低限のない消費税よりも偏在度は高くなるが、これは担税力としての課税標準のばらつきを示すもの。

・個人住民税の課題（課税対象と税率、金融資産からの所得、課税タイミング等）について、今後検討すべき
と考えられることを示唆。

【横山先生】
◆ 徴税・納税制度と納税協力費について

・納税協力費と納税意識の考察及び各税目間の比較（住民税及び地方消費税）
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○清算基準は、従来通りの主張でよいか
○都道府県の清算は税制度のルールで、市町村の配
分は配分のルールで、という考え方について（根拠
法令は地方税法）

○経済センサスの活用にかかる留意点

地方法人課税関係地方消費税関係

昨年度の政府要望（地方税改革に関する４つの要望）

○地方法人課税改革は、地方の税源の偏在（格差）
是正が目的であるが、地方法人特別税制度の代替
制度としての地方法人税（国税）について

○地方交付税で配り直すことは、本来の税制度として
は、偏在（格差）是正したことにはならないという考
え方について

要望事項の論点

① 地方消費税の清算基準は、実情にあったものとすること。
（引上げ分については高齢者人口等、現行分については最終消費地と税の帰属地の不一致を解消させるため、
人口割合を引き上げること。）

② 地方法人特別税を廃止の際は、地方法人税の是非も含めた地方法人課税のあり方を見直し、税源の偏在性を
是正すること。

奈良県の主張（案）

【地方消費税の清算基準の見直し】

〈１〉社会保障目的となる地方消費税(引上げ分)の清算基準について

地方消費税の引き上げ分については、地方の社会保障経費を
反映する高齢者人口等を清算基準とすること。

〈２〉現行の地方消費税の清算基準の見直し

人口基準の比率を高め、県外消費支出を考慮した清算基準に
変更すること。

【地方法人課税の検討】

〈３〉地方法人課税と地方消費税の税源交換

地方法人課税については国税化し、国の消費税については地方
消費税化する税源交換について検討すること。

〈４〉地方法人特別税制度の維持
地方法人特別税制度は当面維持すること。

論点整理表【税源の偏在（格差）是正】政府要望へ向けて
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H26.5.27 日本経済新聞 夕刊 ３面 H26.5.30 日本経済新聞 朝刊 １面

地方法人課税について（法人税改革の動向）

現在、政府は、成長戦略の一環として、日本企業の競争力や外資の誘致を図るため、法人実効税
率の引き下げを検討しているが、法人税率の引下げは、法人税がその一定割会が地方交付税の原
資であるほか。法人県民税法人税割の課税標準でもあることから、地方税制にまで影響が及ぶと考
えられている。

H26.5.17 日本経済新聞朝刊２面
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法人実効税率は、以下の式のとおり算出される。
現行制度では、法人税（Ａ）と法人住民税（Ｂ）が連動しており、実効税率引下げのために法人税率を単

に引き下げることにより、地方財政に大きな影響をもたらす可能性がある。

「法人実効税率（Ｒ）
＝（法人税率（Ａ）＋（Ａ）×法人住民税率（Ｂ：法人県民税+法人市民税）＋法人事業税率（Ｃ：法人事業税+地方法人特別税））／（１＋（Ｃ））」

東京都の例：Ｒ＝ （法人税率（25.5%）＋（25.5%）×法人住民税率（6.0%+14.7%）＋法人事業税率（3.26%+4.29%））／（１＋7.55%）＝３５．６４％
※ここで、法人実効税率を２５％以下にしようとすれば、

Ｒ＝ （法人税率（16.0%）＋（16.0%）×法人住民税率（6.0%+14.7%）＋法人事業税率（3.26%+4.29%））／（１＋7.55%）＝２４．９８％
と、法人税率を16%程度まで下げる必要があるが、連動して法人住民税収も減収となる。（16.0／25.5＝62.7%）

地方法人課税について（法人税改革の動向）
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平成26年5月19日、全国知事会（石井富山県知事（地方税財政常任委員会委員長））、及び平井鳥

取県知事（地方税財政常任委員会副委員長）が、「法人実効税率の見直しに関する提案」について、
新藤総務大臣に要請活動を実施。

地方法人課税について（法人税改革の動向）
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◎中小課税強化、なお隔たり＝法人減税の代替財源―政府税調

政府税制調査会（首相の諮問機関）は１６日、法人税改革に関する検討グル
ープの会合を開いた。法人実効税率の引き下げで委員の意見は一致しており、
税収減を穴埋めする代替財源について詰めの議論を行った。中小企業への課
税強化に関してはなお意見の隔たりがあるが、大田弘子座長（元経済財政担
当相）は、月内にも開く次回会合で報告書案を取りまとめる方針だ。

代替財源を確保する方策に関しては、特定業界向けの優遇税制「租税特別
措置（租特）」や減価償却制度などを見直す方向で一致した。

中小企業への課税強化では、資本金などの規模に応じて課税し、赤字企業
も納税義務を負う「外形標準課税」の見直しなどを検討している。ただ、外形標
準課税の中小企業への適用拡大については、「地域経済を支える中小企業の
経営を圧迫する」などと反対意見が根強く、中小企業に対する法人税の軽減措
置の見直しに関しても「段階的に取り組むべきだ」といった慎重な意見が多い。

一方、見直しの方向が固まった租特は、研究開発や特定の投資などに適用
される期限付き減税制度。減税規模は年間１兆円を超えるが、化学・医薬など
一部業界の恩恵が大きいと指摘されていた。検討グループでは、今の租特を現
行期限で原則廃止するべきだとの意見で一致した。

また赤字に陥った企業が、翌年度以降の利益から赤字を差し引いて納税額
を減らせる「繰り越し控除制度」の縮小も確認。赤字を繰り越せる年限を現行の
９年から延ばす代わりに、利益から毎年差し引ける額を引き下げる考えだ。

企業が設備投資費用を数年に分けて損金に算入できる減価償却制度は、投
資直後に支払う法人税をより少なくできる「定率法」を廃止し、一定額を毎年計
上する「定額法」に一本化する方針だ。

出典：H25.5.16 官庁速報

地方法人課税について（法人税改革の動向）
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◎外形標準課税の拡大が軸に＝法人実効税率下げの財源―政府税制調査会

政府税制調査会（首相の諮問機関）は、近くまとめる法人税改革に関する報告書で、法人実効税率の引き下げ
に向けた代替財源の選択肢を提示する。地方税の関係では、資本金１億円超の企業を対象に導入している法人
事業税の外形標準課税の拡大を有力な選択肢として打ち出す。年末の２０１５年度税制改正の議論で大きな焦点
となりそうだ。

０４年度から導入された外形標準課税は、人件費など企業の規模に応じて課税する「付加価値割」と、資本金な
どの額によって課税する「資本割」で構成。法人事業税の４分の１を占める。従来の「所得割」に比べて、景気の変
動による影響を受けにくいため、自治体にとって安定した税収確保が期待できる。

外形標準課税の拡大について政府税調は、付加価値割の比重を高めることや、資本金１億円以下の企業にも
負担を求めるといった考え方を報告書に盛り込む見通しだ。

今回の法人税改革をめぐり政府税調は、負担が一部の黒字企業に偏っている現状を見直し、「広く薄く」負担を
求める形へと課税ベースを広げる方向性を示しており、外形標準課税の拡大はこうした方向性に合致。所得割の
縮小に伴い実効税率を一定程度引き下げる効果も生まれるほか、地方税収の偏在是正にも役立つことから、財
源として「最も筋がいい」（政府関係者）とみられている。

ただ、赤字企業も納税義務を負う外形標準課税の拡大には、中小企業を中心に反対の声がある。特に１億円
以下の企業に課税対象を広げることについては全国知事会なども慎重な検討を求めており、実施する場合は、時
期などで一定の配慮が必要となる可能性がある。

また、報告書には、代替財源を法人税以外にも幅広く求める観点から、固定資産税や個人住民税の引き上げ
の検討も明記される見通しだ。しかし、消費税率１０％への引き上げを予定する中、「現実的な措置ではない」（全
国知事会）との見方が多く、中長期的な課題にとどまりそうだ。（了）

出典：H25.5.26 官庁速報

地方法人課税について（法人税改革の動向）
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今後のスケジュール

11

本県の自主的な税制

地方法人課税関係 地方消費税関係 課税自主権の活用（自動車税）

国の動向等
法人減税の議論とともに、政府税制調査会、与
党税制調査会等で議論。

（総務省）Ｈ２４経済センサス活動調査に基づく清
算基準への反映を検討中。（小売年間販売額・、
サービス業対個人事業収入額）

Ｈ２６秋までに、５省庁横断の自動車税検討会に
よる議論が進む。

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

税制の偏在（格差）是正
時期

６月議会

９月議会

論点整理 論点整理

■現状把握
・税収分布
・障害者等級比較

■庁内関係課と意見交換

■全国状況調査

６／５ 第６回 税制調査会 ･

ご意見を踏まえて
論点整理・データ整理

７／中旬 政府要望

政府要望

第９回 税制調査会

１２月議会 議会報告（総務警察委員会）

２月議会
条例改正案議会提出

ご意見を踏まえて
論点整理・データ整理

第７回 税制調査会

第８回 税制調査会

■自動車税改正検討会（５省庁）での検討状
況を踏まえ、条例改正骨子の提起

■御議論を踏まえて、条例改正案の策定

１２月中旬 Ｈ２７与党税制改正大綱発表

第１０回 税制調査会

■奈良県税条例の改正

ご意見を踏まえて
論点整理・データ整理

ご意見を踏まえて
論点整理・データ整理
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昨年度の活動（これまでの奈良県税制調査会について）

12

第１回 税制調査会（平成２５年３月２６日）
県勢の状況、県税の状況等をふまえ、本県税制度のあり方を検討するための調査会のキックオフ。
以下のテーマについて検討を開始。
◆税源の偏在（格差）是正

・地方法人課税関係（地方法人特別税・譲与税制度）
・地方消費税関係（清算基準（現行分、税率引き上げ分））

◆本県の自主的な税制
・課税自主権の活用（産業廃棄物税の見直し 等）
・減免・課税免除制度の見直し（自動車税身障者等減免 等）

第２回 税制調査会（平成２５年６月１３日）
税源の偏在（格差）是正について、奈良県として主張すべき論点を以下の２点に集中して議論。
◆地方消費税の清算基準における課題
◆地方法人課税に関する課題

「地方税改革に関する４つの提言」発表（平成２５年６月２６日）
この提言を受けて、７月の政府要望に反映。

第３回 税制調査会（平成２５年９月１２日）
以下の２点について議論・意見交換
◆産業廃棄物税の見直しについて
◆税制をめぐる最近の動き

研究会（平成２５年１０月１０日）
自民党政務調査会 馬場氏をお招きし、与党税制改正大綱や税制度党についてのお話しをいただいた。

第４回 税制調査会（平成２５年１１月１４日）
◆「産業廃棄物税について（答申）」

・所要の検討を行う必要な措置についての提言をいただく。
◆自動車税制度改革について
◆地方法人課税改革について

第５回 税制調査会（平成２６年３月６日）
◆平成２５年度の検討結果の報告（新年度予算への反映）
◆平成２６年度の検討事項



政府要望について 地方税改革に関する４つの提言

この提言をもとに、平成25年７月10日
及び平成25年11月20日、関係省庁に
対し要望活動を実施

13



政府要望について 地方税改革に関する４つの要望

14
1414



産業廃棄物について（答申）

この答申を受け、奈良県産業廃棄物税
条例を改正。（５年延長） 15


